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新潟県条例第２号 

新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中別表の細目及び別表の細目の項の表示に下線が引かれた別表の細目及び別表の細目の項

（以下「移動後別表細目等」という｡)に対応する次の表の改正前の欄中別表の細目及び別表の細目の項の表示に

下線が引かれた別表の細目及び別表の細目の項（以下「移動別表細目等」という｡)が存在する場合には当該移動

別表細目等を当該移動後別表細目等とし、移動後別表細目等に対応する移動別表細目等が存在しない場合には当

該移動後別表細目等を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の項の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応

する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目及び別表の細目の項の表示を除く。以下「改正後部

分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在

しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加

える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)に対応する次の表の改正後の欄の表

中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という｡)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正

表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合に

は当該改正後表を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 県民生活・環境部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

15

の

３ 

フロン類の

使用の合理

化及び管理

の適正化に

関する法律

（平成13年

法 律 第 64

号）第27条

第１項の規

定に基づく

第１種フロ

ン類充塡回

収業者の登

録の申請に

対する審査 

 

第１

種フ

ロン

類充

塡回

収業

者登

録申

請手

数料

 （略） 

15

の

４ 

フロン類の

使用の合理

化及び管理

の適正化に

関する法律

第30条第１

項の規定に

基づく第１

種フロン類

充塡回収業

第１

種フ

ロン

類充

塡回

収業

者登

録更

新申

請手

 

 

（略） 

別表（第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 県民生活・環境部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

15

の

３

特定製品に

係るフロン

類の回収及

び破壊の実

施の確保等

に関する法

律（平成13

年法律第64

号）第９条

第１項の規

定に基づく

第１種フロ

ン類回収業

者の登録の

申請に対す

る審査 

第１

種フ

ロン

類回

収業

者登

録申

請手

数料

 （略） 

15

の

４

特定製品に

係るフロン

類の回収及

び破壊の実

施の確保等

に関する法

律第12条第

１項の規定

に基づく第

１種フロン

第１

種フ

ロン

類回

収業

者登

録更

新申

請手

数料

 

 

（略） 
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者の登録の

更新の申請

に対する審

査 

数料

（略） 

15

の

14 

（略） （略）  （略） 

15

の

15 

土壌汚染対

策法第29条

の規定に基

づく指定調

査機関の指

定の申請に

対する審査 

指定

調査

機関

指定

申請

手数

料 

 １件につき

30,900円

15

の

16 

土壌汚染対

策法第32条

第１項の規

定に基づく

指定調査機

関の指定の

更新の申請

に対する審

査 

指定

調査

機関

指定

更新

申請

手数

料 

 １件につき

24,800円

（略） 

 (2)の２ （略） 

 (3) 福祉保健部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

20 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 歯科技工士

法（昭和30

年 法 律 第

168号）第16

条の規定に

基づく厚生

労働省令の

規定による

（略）  

 

（略） 

類回収業者

の登録の更

新の申請に

対する審査

（略） 

15

の

14

（略） （略）  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（略） 

 (2)の２ （略） 

 (3) 福祉保健部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

20 歯科技工法

の一部を改

正する法律

（昭和57年

法 律 第 １

号）附則第

２条第１項

の規定に基

づく歯科技

工士国家試

験の実施 

歯科

技工

士国

家試

験手

数料

 １件につき

36,000円

21 歯科技工士

法（昭和30

年 法 律 第

168号）第16

条及び歯科

技工法の一

部を改正す

る法律附則

（略）  

 

（略） 
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歯科技工士

国家試験合

格証明書の

交付 

 

 

（略） 

37 （略） （略）  （略） 

37

の

２ 

 

 

 

 

 

 

食品衛生法

（昭和22年

法律第233

号）第48条

第６項第３

号の規定に

基づく食品

衛生管理者

に係る養成

施設の登録

の申請に対

する審査 

食品

衛生

管理

者養

成施

設登

録申

請手

数料

 １件につき

150,000円

37

の

３ 

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生法

第48条第６

項第４号の

規定に基づ

く食品衛生

管理者に係

る講習会の

登録の申請

に対する審

査 

食品

衛生

管理

者講

習会

登録

申請

手数

料 

 １件につき

90,000円

（略） 

52 （略） （略）  （略） 

52

の

２ 

食鳥処理の

事業の規制

及び食鳥検

査に関する

法律第12条

第５項第３

号の規定に

基づく食鳥

処理衛生管

理者に係る

養成施設の

登録の申請

に対する審

査 

食鳥

処理

衛生

管理

者養

成施

設登

録申

請手

数料

 １件につき

150,000円

52

の

３ 

食鳥処理の

事業の規制

及び食鳥検

査に関する

食鳥

処理

衛生

管理

 １件につき

90,000円

第２条第１

項の規定に

基づく歯科

技工士国家

試験合格証

明書の交付

（略） 

37 （略） （略）  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（略） 

52 （略） （略）  （略） 
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法律第12条

第５項第４

号の規定に

基づく食鳥

処理衛生管

理者に係る

講習会の登

録の申請に

対する審査 

者講

習会

登録

申請

手数

料 

（略） 

 (4) （略） 

 (5) 農林水産部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 (4) （略） 

 (5) 農林水産部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

33

の

２

薬事法の一

部を改正す

る法律の施

行に伴う関

係政令の整

備等及び経

過措置に関

す る 政 令

（平成21年

政 令 第 ２

号）附則第

３条又は第

６条の規定

によりなお

その効力を

有すること

とされる同

令第１条の

規定による

改正前の薬

事法施行令

（以下「旧

薬事令」と

いう｡)第45

条第１項の

規定に基づ

く動物用医

薬品の販売

業の許可証

又は動物用

医薬品の販

売若しくは

授与の相手

方の変更の

許可証の書

動物

用医

薬品

販売

業許

可証

又は

動物

用医

薬品

の販

売先

等変

更許

可証

の書

換え

交付

手数

料 

 １件につき

2,200円
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33

の

２ 

（略） （略）  （略） 

33

の

３ 

（略） （略）  （略） 

（略） 

66 林業種苗法

第20条第２

項の規定に

基づく種穂

が指定採取

源から採取

されたもの

であること

又は苗木が

指定採取源

から採取さ

れた種穂か

ら育成され

たものであ

ることにつ

いての証明

の申請に対

する審査 

（略）  （略） 

 (6) 土木部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

34 （略） （略）  （略） 

換え交付 

33

の

３

旧薬事令第

46条第１項

の規定に基

づく動物用

医薬品の販

売業の許可

証又は動物

用医薬品の

販売若しく

は授与の相

手方の変更

の許可証の

再交付 

動物

用医

薬品

販売

業許

可証

又は

動物

用医

薬品

の販

売先

等変

更許

可証

の再

交付

手数

料 

 

 

１件につき

3,100円

33

の

４

（略） （略）  （略） 

33

の

５

（略） （略）  （略） 

（略） 

66 林業種苗法

第20条第１

項の規定に

基づく種穂

が指定採取

源から採取

されたもの

であること

又は苗木が

指定採取源

から採取さ

れた種穂か

ら育成され

たものであ

ることにつ

いての証明

の申請に対

する審査 

（略）  （略） 

 (6) 土木部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

34 （略） （略）  （略） 
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34

の

２ 

マンション

の建替え等

の円滑化に

関する法律

（平成14年

法 律 第 78

号）第105

条第１項の

規定に基づ

く容積率の

特例の許可

の申請に対

する審査 

建替

えマ

ンシ

ョン

容積

率特

例許

可申

請手

数料

 １件につき

160,000円

35 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号）第

５条第１項

から第３項

までの規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

の認定の申

請に対する

審査 

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料

(1) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合((3)

に該当

する場

合を除

く｡) 

１件につき

7,600円（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第６条

第２項の規

定による申

出を行う場

合にあって

は、次に掲

げる額を合

算 し た 額

（以下「建

築確認等手

数料額」と

い う ｡ ) に

7,600 円 を

加えた額）

(1) （略）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

35 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号）第

５条第１項

から第３項

までの規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

の認定の申

請に対する

審査 

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料

(1) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合 

１件につき

7,600円（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第６条

第２項の規

定による申

出を行う場

合にあって

は、次に掲

げる額を合

算 し た 額

（以下「建

築確認等手

数料額」と

い う ｡ ) に

7,600 円 を

加えた額）

(1) （略）

(2) 申請に

係る計画

に建築基

準法（昭

和25年法

律 第 201

号）第６

条第５項

の構造計

算適合性

判定を要

する部分

が含まれ

る場合に

あ っ て

は、新潟

県建築基
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(2) 申請に

係る計画

に建築基

準法（昭

和25年法

律 第 201

号）第87

条の２の

昇降機に

係る部分

が含まれ

る場合に

あ っ て

は、新潟

県建築基

準条例第

24条第１

項に定め

る手数料

の額 

  (2) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が共同

住宅等

である

場 合

((4)に

該当す

る場合

を 除

く｡) 

（略） 

  (3) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合（当

１件につき

17, 0 0 0円

（長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

６条第２項

の規定によ

準条例第

23条第３

項に定め

る手数料

の 額 に

100 分 の

108 を 乗

じて得た

額 

(3) 申請に

係る計画

に建築基

準法第87

条の２の

昇降機に

係る部分

が含まれ

る場合に

あ っ て

は、新潟

県建築基

準条例第

24条第１

項に定め

る手数料

の額 

 

 

 

  (2) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が共同

住宅等

である

場合 

 

 

 

 

 

（略） 
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該申請

書に住

宅の品

質確保

の促進

等に関

する法

律（平

成11年

法律第

81号）

第６条

第１項

に規定

する設

計住宅

性能評

価 書

（同法

第５条

第１項

に規定

する住

宅性能

評価に

係る部

分につ

いて長

期優良

住宅の

普及の

促進に

関する

法律第

６条第

１項第

１号に

掲げる

基準に

適合す

るもの

に 限

る｡)を

添えた

場 合

（以下

「当初

申請書

に設計

住宅性

能評価

る申出を行

う場合にあ

っては、建

築確認等手

数 料 額 に

17,000円を

加えた額）
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書を添

えた場

合」と

いう｡)

に 限

る｡) 

  (4) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が共同

住宅等

である

場 合

（当初

申請書

に設計

住宅性

能評価

書を添

えた場

合に限

る。） 

１ 件 に つ

き、次に掲

げる額（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第６条

第２項の規

定による申

出を行う場

合にあって

は、その額

に建築確認

等手数料額

を 加 え た

額）を、申

請に係る共

同住宅等に

ついて同時

に申請され

た住戸の数

で除して得

た額（その

額に100円

未満の端数

を生じたと

きは、これ

を切り捨て

た額） 

(1) 総戸数

が５戸以

内のもの

について

は 、

60,500円

(2) 総戸数

が５戸を

超え10戸

以内のも

のについ

て は 、

95,100円

(3) 総戸数

が10戸を
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超え25戸

以内のも

のについ

て は 、

176,000

円 

(4) 総戸数

が25戸を

超え50戸

以内のも

のについ

て は 、

299,200

円 

(5) 総戸数

が50戸を

超 え 100

戸以内の

ものにつ

いては、

458,600

円 

(6) 総戸数

が 100 戸

を 超 え

200 戸 以

内のもの

について

は 、

831,900

円 

(7) 総戸数

が 200 戸

を 超 え

300 戸 以

内のもの

について

は 、

1,132,900

円 

(8) 総戸数

が 300 戸

を超える

ものにつ

いては、

1,369,900

円 

36 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

長期

優良

住宅

(1) 建築

をしよ

うとす

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

36

 

 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

長期

優良

住宅

(1) 建築

をしよ

うとす

（略） 
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る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

の認定（同

法第９条第

１項の規定 

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合((3)

に該当

する場

合を除

く｡) 

による申請

に係るもの

を除く｡)の

申請に対す

る審査 

 (2) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が共同

住宅等

である

場 合

((4)に

該当す

る場合

を 除

く｡) 

（略） 

   (3) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合（当

初申請

書に設

計住宅

性能評

価書を

添えた

場合に

限る｡) 

１件につき

8,500円（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第８条

第２項にお

いて準用す

る同法第６

条第２項の

規定による

申出を行う

場合にあっ

ては、建築

確認等手数

料 額 に

8,500 円 を

加えた額）

   (4) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が共同

住宅等

である

場 合

（当初

申請書

１ 件 に つ

き、次に掲

げる額（長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第８条

第２項にお

いて準用す

る同法第６

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

の認定（同

法第９条第

１項の規定

建築

等計

画変

更認

定申

請手

数料

る住宅

が一戸

建てで

ある場

合 

 

 

 

 

による申請

に係るもの

を除く｡)の

申請に対す

る審査 

 (2) 建築

をしよ

うとす

る住宅

が共同

住宅等

である

場合 

 

 

 

 

 

（略） 
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に設計

住宅性

能評価

書を添

えた場

合に限

る｡) 

条第２項の

規定による

申出を行う

場合にあっ

ては、その

額に建築確

認等手数料

額を加えた

額）を、申

請に係る共

同住宅等に

ついて同時

に申請され

た住戸の数

で除して得

た額（その

額に100円

未満の端数

を生じたと

きは、これ

を切り捨て

た額） 

(1) 総戸数

が５戸以

内のもの

について

は 、

30,200円

(2) 総戸数

が５戸を

超え10戸

以内のも

のについ

て は 、

47,500円

(3) 総戸数

が10戸を

超え25戸

以内のも

のについ

て は 、

88,000円

(4) 総戸数

が25戸を

超え50戸

以内のも

のについ

て は 、

149,600

円 

(5) 総戸数
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が50戸を

超 え 100

戸以内の

ものにつ

いては、

229,300

円 

(6) 総戸数

が 100 戸

を 超 え

200 戸 以

内のもの

について

は 、

415,900

円 

(7) 総戸数

が 200 戸

を 超 え

300 戸 以

内のもの

について

は 、

566,400

円 

(8) 総戸数

が 300 戸

を超える

ものにつ

いては、

684,900

円 

（略） 

 (6)の２ 交通政策局関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

１ 道路運送法

（昭和26年

法律第183

号）第79条

の規定に基

づく自家用

有償旅客運

送者の登録

の申請に対

する審査 

自家

用有

償旅

客運

送者

登録

申請

手数

料 

 １件につき

15,000円

２ 道路運送法

第79条の７

第１項の規

定に基づく

自家

用有

償旅

客運

 １件につき

3,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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自家用有償

旅客運送者

の変更登録

（登録免許

税法施行令

（昭和42年

政令第146

号）第19条

の２第２項

の財務省令

で定めるも

のに限る｡)

の申請に対

する審査 

送者

変更

登録

申請

手数

料 

 (7)～(9) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)～(9) （略） 

附 則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、別表第６号の表35の項の改正（同項金額の欄中(2)を削

り､｢（昭和25年法律第201号)｣を加え、(3)を(2)とする部分に限る｡)は、同年６月１日から施行する。 

 


